
⑴ 意見提出者 １団体
⑵ 意見数 １２件

No. 項　　目 ご意見の内容 ご意見に対する市の考え方

1 意見募集の時期について
平成２３年度さいたま市食品衛生監視指導計画（素
案）に対する意見募集期間は「平成２３年１月１４日
～２月１４日」までとなっています。食品の安全確保
はさいたま市にとって重要な施策の一つであり、計画
策定前に市民の意見を聞くことは食品安全行政に関す
るリスクコミュニケーションの機会の一つであり、重
要なことであると認識しております。予算的措置を含
む施策のより効果的な運用と、より透明性の高いプロ
セスを確保する上から素案の公表を早め、広く市民に
意見募集を行うようお願いいたします。

御意見のとおり、当該計画の策定にあたって広く市民
の皆様の意見を戴くことは重要であると考えておりま
す。意見募集については１月１４日から２月１４日に
実施しておりますが、素案については、１２月８日の
食の安全委員会の議事録等と共に、１２月２４日に市
ホームページ及び各区の情報公開コーナーにおいて公
表しております。引き続き素案の早い時期での公表に
努めてまいります。

2 全体として昨年度の計画に比べ市民に分かりやすい表
記になったことや、人材の育成、市民への情報提供な
ど食品安全行政が進んできていることを評価いたしま
す。

評価いただき、ありがとうございます。引き続き、市
民の皆様に分かり易い表記等に努めるとともに、食の
安全確保対策を推進してまいります。

3 （７ページ）
＜ＴＳＥ（ＢＳＥ）対策＞ 本年度も、引き続きＢＳＥスクリーニング検査を継続

して実施されるよう要望します。また、多様な形での
リスクコミュニケーションを充実させ、ＢＳＥについ
ての現在の科学的知見やそれに伴う対策について、広
く市民が理解できるよう努めてください。

平成２３年度も当市ではＢＳＥスクリーニング検査
を、と畜場に搬入される全ての牛を対象に実施いたし
ます。また、ＢＳＥについては、市ホームページ（食
肉衛生検査所）において毎月の検査実績やＱ＆Ａ等を
掲載しており、引き続き情報提供に努めてまいりま
す。

4 （２ページ）
＜食の安全確保のための推
進体制＞

さいたま市食の安全委員会への消費者代表を増やして
ください。食は人間が生きていく上で基本になるもの
であり、消費者は食に対し大きな関心を持っておりま
す。会議の場で市民の考えを多く聞き、また、消費者
が専門家とともに議論を構築するためにも、専門家だ
けでなく消費者代表も増やしてください。委員構成比
率でも消費者の割合が上がるよう特段の配慮を望みま
す。

御意見のとおり、消費者の皆様の意見や考えを聞くこ
とは大変重要ですが、一方、食の安全に関わる幅広い
分野の皆様から多様な意見を戴くことも必要と考えて
おりますので、ご理解いただきたいと存じます。「さ
いたま市食の安全委員会」における消費者代表の人数
については、今後も構成比率等を検討してまいりま
す。
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5 （６ページ）
３ 監視対象施設及び監視
回数

食肉の生食が原因と考えられるカンピロバクターによ
る食中毒が市内において多発しました。また、ノロウ
イルスでの食中毒も多発し、全国的にも同様な傾向が
あると聞いています。事業者（調理従事者）への指導
の強化とともに、市民・利用者に対し食品衛生に関す
る正しい知識の普及など未然防止のための啓発に、よ
り一層の工夫と努力をお願いします。

御意見のとおり全国的にもこれらの食中毒は多数発生
し、平成２２年にはさいたま市内でもカンピロバク
ターによる食中毒が５件発生しました。今後もより効
果的・効率的な監視指導に努めるとともに、駅頭にお
けるキャンペーンを始め、市民の皆様に対する食品衛
生の最新の情報・知識の提供を積極的に行ってまいり
ます。

6 （８ページ）
６　収去検査計画

微生物検査、理化学検査については、検体数は少し増
加していますが、検査項目数は大幅に減少していま
す。前年と比べ変更が必要になった合理的理由を明記
し、消費者が安心感を得られるよう示してください。

市内において細菌性食中毒が多く発生していること等
を鑑み、厚生労働省が実施している「食品中の食中毒
菌汚染実態調査」に平成２３年度から当市も参加し、
市内に流通する食品の微生物検査を拡充することとい
たしました。理化学検査の検査項目については検査実
績から食品分類ごとに精査・見直しを行った結果、検
査項目数が減少する結果となりました。
従来より監視指導計画には前年の計画からの変更理由
等については明記しておりませんが、この変更のポイ
ントについては１２月８日に開催した食の安全委員会
の議事録資料等とともに市ホームページにて公表して
おりますので、ご理解いただければと思います。
また、今後も市内に流通する食品の安全確保のため、
より効果的な食品検査に取り組んでまいります。

7
残留農薬検査の検査対象食品に、高度に加工された輸
入冷凍食品も加えられるよう検討してください。

加工食品については、国において検討開発中である試
験法が確立した後に、計画に加えるよう検討したいと
考えております。
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8 （１０ページ）
５ 食品等事業者の自主管
理と食品表示の適正化の推
進

アレルギー物質について、事業者に対し表示を徹底す
るよう監視指導を強化してください。あわせて、コン
タミネーション防止について、適切な指導と表示の適
正を求めます。

事業者に対し、実務者講習会などを通じて引き続きア
レルギー物質表示の周知徹底を図るとともに、アレル
ギー物質のコンタミネーション防止についても監視指
導を行ってまいります。

9
食品等事業者に対して、自主衛生管理を図るようＨＡ
ＣＣＰ方式・・・とありますが、事業者におけるＨＡ
ＣＣＰ方式の導入は、大規模施設においては相当程度
進んでいるようです。しかしながら、市内の大多数を
占める中小規模層においては低位にとどまっていると
聞いています。同手法は原料受入から最終製品までの
各工程に、汚染・混入などの危害を予測・管理するも
のであり、事業者への導入は重要であると考えます。
目標値を決めて導入を推進してください。また、現場
責任者・指導者養成のための支援とともに、ＨＡＣＣ
Ｐ手法の導入が困難な零細規模層に対しても、より高
い衛生管理を徹底させる支援を望みます。

御意見のとおり、食の安全確保において事業者の自主
衛生管理は重要であると理解しております。そのた
め、食の安全委員会においても「生産、製造（加工）
から流通・販売、消費にいたるまでの各過程における
食の安全確保の推進」との検討テーマの中で、食品事
業者の自主衛生管理の推進についても取り上げ、意見
交換戴いているところです。このような議論等も踏ま
えつつ、ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理の考え方を含め
た、自主衛生管理の取り組みについて引き続き支援し
てまいります。

10

食品表示に関しては、不適正な表示が依然多数見受け
られます。食品表示の適正化のため食品衛生法やＪＡ
Ｓ法だけでなく健康増進法や景品表示法、計量法など
も含め法令を遵守し、市民から信頼が得られるよう事
業者への啓発と周知、監視指導を強化してください。

食品表示110番制度に基づく立ち入り調査や特定保健用
食品の表示に関する調査など食品衛生法以外の法令に
またがる事案につきましても、引き続き関係部局と連
携して調査及び指導に当たり、表示の適正化を進めて
まいります。
また、夏期及び年末においては、消費者庁からの通知
に基づき、関連部局と連携して食品表示の監視指導を
行う予定です。
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11 （１１ページ）
８　市民への情報提供 市民への食品等による健康危害発生防止のため、消費

者団体との連携を図るとともに、各団体の会報誌等を
活用するなど食品衛生に関する情報の提供を要望しま
す。

今後とも消費者団体と連携して食品等による健康危害
発生の防止に努めてまいります。
 各団体の会報誌等の活用につきましても、情報の内容
等を踏まえ、今後検討していきたいと考えておりま
す。

12

「さいたま市食の安全委員会」では、学識経験者の話
や消費者の考え等聞くことができる貴重な会議です。
広く市民が傍聴できるようその開催場所や開催案内の
在り方を検討してください。

「さいたま市付属機関等の会議の公開に関する要綱」
に基づき会議の開催案内（傍聴募集も含む）を市ホー
ムページに掲載しているほか、ホームページ「日々の
暮らし」及び「食育なび」にも開催案内を掲載してお
ります。傍聴募集人員につきましては、過去の応募状
況等を踏まえ５名程度としております。また会場につ
きましては、会議室の確保の関係等から、本庁舎や保
健所における開催となりますことをご理解いただきた
いと存じます。


